
 

 

 

 

 

 

 

令和8年度在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業

概要

補助金概要

【補助対象】※詳しくは「在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業費補助金交付要綱 」へ

・在宅医療を実施している県内病院

・在宅医療を実施している県内診療所

・県内指定訪問看護事業者

【補助対象経費】

停電時に貸し出せる簡易自家発電装置等の購入費

※簡易自家発電装置等の例

ガソリン・ガス等で駆動される自家発電装置、人工呼吸器の予備バッテリー 等

【補助金額】※詳しくは補助金額詳細へ

停電時に貸し出せる簡易自家発電装置等の購入費の２分の１

※上限１台あたり212,000円（補助上限１台あたり106,000円 ）

補助金額詳細

① と のうち を選定する。

② と のうち を選定する。

③ 　の２分の１の額(H)を補助額とする（I）。

④

※1,000円未満の端数は切り捨てです。

※（　）内のアルファベットは、事業計画総括表に対応しています。

仕入れに係る消費税等相当額（J）が応募時にわかる場合は、補助額（I）から仕入れに係る消費税等相当額（J）

を引いた額が要国庫補助額（K）となる。

②で選定した

少ない方の額

簡易自家発電装置等

の購入台数

×212,000円（E）

対象経費の実支出額（D)
少ない方の額

（F）

①で選定した

少ない方の額（F）

総事業費（A)から

寄付金その他収入額（B)を

引いた額（C)

少ない方の額



 

 

 

 

 

申請方法・〆切

【申請方法】

別添「事業計画総括表」、「設備整備事業概要」および「金額の参考となる

資料（例：見積書、カタログ等）」を下記宛先までメールにてご提出ください。

＜提出先＞

奈良県福祉保険部医療政策局

地域医療連携課 医療DX・連携・在宅医療推進係

メールアドレス zaitakuiryou@office.pref.nara.lg.jp

【申請〆切】

令和８年４月３０日（木）

注意事項

・本募集は補助金の交付を確約するものではありません。

・本補助金は厚生労働省所管の国庫補助金です。本補助金を活用できるかどう

か現時点では未確定です。

・予算には限りがありますので、上記算定方法による補助金額を満額ご活用い

ただけない場合もございます。

・原則として在宅医療を実施している必要がございます。

・患者の人工呼吸器の種類は問いません。

・補助対象は、令和８年度中に交付決定を受けた後に購入した機器です。応募

時点で既に購入している機器は対象外となりますので、ご注意ください。

・申請後、回答された内容が変更になる場合は、速やかにご連絡くださいます

よう、よろしくお願いいたします。

お問い合わせ先

奈良県福祉保険部医療政策局

地域医療連携課 医療DX・連携・在宅医療推進係

電話番号 ０７４２ー２７ー８６７６

メールアドレス zaitakuiryou@office.pref.nara.lg.jp


